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公
有
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一
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る
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則 

（
管　

財　

課
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一

 
規

則

　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
一
号

　
　
　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
保
安
林
」
の
下
に
「
、
鉄
道
」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
第
三
項
中
「
及
び
保
安
林
」
を
「
、
保
安
林
及
び
鉄
道
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の
」

に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
以
外
の
部
分
及
び
同
号
イ
中
「
及
び
工
作
物
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
又
は

工
作
物
の
設
置
面
積
」
を
削
り
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

建
物
以
外
の
工
作
物　

建
物
以
外
の
工
作
物
の
種
類
に
応
じ
て
第
一
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
貸
付
料
の
額
の

算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（1）　 平成23年10月19日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第92号　　 
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